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１．経営戦略策定の趣旨 

 

上関町漁業集落排水事業では、少子高齢化や人口減少等により使用料収入の減少

が続いており、一方では施設の老朽化に伴う修繕や更新費用の増加が見込まれてい

ます。この傾向は今後も続いていくと見込まれ、さらに経営環境が厳しくなる中で

集落排水事業を運営していくためには、更なる経費縮減を行うとともに自主財源の

確保を図るといった取り組みが極めて重要となっています。 

 

これらことから、この経営戦略は、地域の現状と将来見通しを踏まえ環境の変化

に適切に対応し「下水道サービスを、持続的・安定的に提供する」ために中長期的

な経営の基本計画として策定したものです。 

 

 

 

 

 

２．計画期間  

平成 28 年度から平成 37 年度まで（10 年間） 

 

経営戦略の実施については、計画（Plan）・実施（Do）・検証（Check）・見直し

（Action）の、いわゆる PDCA サイクルにより評価・検証を行いながら、中間時

である平成 32 年度に見直しを行います。 

また、経営戦略と実績との差が大きい場合、経営戦略の前提となる財政の条件が

大幅に変更になった場合にも見直しを行います。 
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３．上関町の現状 

（１）人口の推移 

上関町の人口は、昭和４０年までは１万人を超えていましたが、平成２７年度

には 3,151 人となっています。この１０年間で町の人口が約１０００人減少して

おり急速な人口減少が続いています。 

 

 

 

漁業集落排水事業の対象地区は四代地区と八島地区です。四代地区は平成 18

年度に 178 人であった人口が平成 27 年度には 121 人となり、過去 10 年間で

57 人減少しました。八島地区については平成１８年度に６１人であった人口が平

成 27 年度には 34 人となり、過去 10 年間で 27 人減少しました。今後もこの傾

向が続いていくと考えられます。 
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（２）漁業集落排水施設の現状 

四代地区は平成 16 年度に整備事業が完了し、平成１7 年８月より供用開始さ

れています。平成 28 年度４月１日現在で四代地区の人口 112 人のうち 102 人

が漁業集落排水施設を利用しており水洗化率は 91.1％となっています。 

八島地区は平成 22 年度７月に整備事業が完了し、同年 5 月より供用開始され

ています。平成 28 年度４月１日現在で八島地区の人口 26 人全てが漁業集落排

水施設を利用しており水洗化率は 100％となっています。 
 

漁業集落排水施設の概要 

処 理 区 四代地区 

所 在 地 山口県熊毛郡上関町大字長島 

計画処理対象人口/計画戸数 ４８０/115 戸 

汚水処理施設数/ポンプ施設数 １施設/4 施設 

管 路 延 長 2200ｍ 

計画処理能力（平均汚水量/日） 130㎥ 

処 理 方 式 土壌被覆型礫間接触ばっ気法 ＋ 三次処理脱窒・脱燐方式 

工    期 平成 13 年度～平成 16 年度 

供用開始年月日 平成 17 年８月１日 

総 事 業 費 796,000,000 円 

 
 

処 理 区 八島地区 

所 在 地 山口県熊毛郡上関町大字八島 

計画処理対象人口/計画戸数 56 人/31 戸 

汚水処理施設数/ポンプ施設数 １施設/2 施設 

管 路 延 長 1638ｍ 

計画処理能力（平均汚水量/日） １６．２㎥ 

処 理 方 式 接触ばっ気方式 

工    期 平成 21 年度～平成 22 年度 

供用開始年月日 平成 22 年 5 月 10 日 

総 事 業 費 108,326,400 円 
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平成 27 年度における 1 日あたりの平均汚水処理量は約 32㎥です。計画処理

能力（平均汚水量/日）146㎥の四分の一以下の汚水処理量となっています。 

 

※平成 22 年度に八島地区漁業集落排水施設が完成したことから計画処理能力が

130㎥から 146㎥に上がっています。 

 

 

上関町の汚水処理施設整備状況（平成２8 年度４月１日現在） 

項 目 行政人口 処理人口 普及率 水洗化人口 水洗化率 

農業集落 

排水 
戸津地区（整備済） 220 人 220 人 100％ 185 人 84.1％ 

漁業集落 

排水 

四代地区（整備済） 112 人 112 人 100％ 102 人 91.1％ 

八島地区（整備済） 26 人 26 人 100％ 26 人 100％ 

祝島地区（未整備） 412 人 0 人 0％ 0 人 0％ 

合併処理 

浄化槽 

(個別処理) 

上関地区 942 人 - - 300 人 31.8％ 

室津地区 801 人 - - 133 人 16.6％ 

白井田地区 233 人 - - 14 人 6.0％ 

志田・大津・練尾・

尾熊毛・中の浦地区 
197 人 - - 25 人 12.7％ 

蒲井地区 59 人 - - 31 人 52.5％ 

合 計 3002人 - - 816 人 27.2％ 

※処理人口とは、集落排水施設が整備されている区域に居住している人口 

※水洗化人口とは、処理人口のうち集落排水施設または合併処理浄化槽に接続している人口 

※普及率とは、全体（行政人口）から見た集落排水施設の整備率 
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4．漁業集落排水事業の課題 

（１）使用料収入の減少 

八島漁業集落排水施設が供用開始された平成 22 年度をピークに有収水量（料

金収入の対象となった水量）は減少し続けています。使用料収入については、四

代・八島地区の加入世帯が最も増加した平成 23 年度に 3,091 千円となりました

が、その後は人口や有収水量の減などが原因で減少し続けています。今後もこの

傾向は続いていくと見込まれています。また、汚水処理に必要な維持管理費用が

使用料収入を大きく上回っており、自主財源の確保が大きな課題となっています。 

 

 

 

 

11,265  12,650  12,751  13,010  13,028  13,351  11,951  11,537  11,210  9,654  

2,511  2,016  
2,186  1,993  1,821  

1,927  

0

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

四代・八島地区 有収水量の推移 八島 四代 ㎥ 

1,945  

2,223  2,301  2,341  

2,874  
3,091  

2,923  2,855  2,819  2,739  

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

下水道料 調定額（現年度分）の推移 千円 

12,010  11,230  11,573  
13,589  

15,774  
13,972  

12,985  

15,861  15,881  

11,408  

1,956  2,223  2,301  2,332  2,858  3,048  2,989  2,802  2,831  2,777  

0

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000

17,500

20,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

維持管理費と使用料収入 維持管理費 使用料収入 千円 



6 

 

（２）維持管理費の増加 

加入世帯や汚水処理水量は減少していきますが、維持管理費の大幅な減少は見

込めません。平成 17 年 8 月に供用開始された四代地区の集落排水施設は、平成

28年度で約11年経過しており今後は施設の老朽化による機器や管路修繕などで

維持管理費が増加していくことが考えられます。これまでは汚水漏れや下水管の

つまり、マンホールの不具合などの事故は発生していませんが供用開始から 30

年経過する平成 47 年あたりから、このような新たな種類の事故の増加が想定さ

れ維持管理費はさらに増加するものと見込まれます。 
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（３）低い経費回収率 

漁業集落排水事業は、公営企業として独立採算性の原則のもと、運営されるこ

ととなっています。汚水処理にかかる経費は主に利用者からの使用料で負担する

事とされていますが、上関町漁業集落排水事業における平成１８年度から平成２

７年度までの過去１０年間の経費回収率※は 19.4％と非常に低い水準にあります。

不足分は主に一般会計からの繰入金にて賄っているのが現状です。今後も使用料

収入の減少傾向は長期的に続くと考えられますので、経費回収率も低い水準で推

移すると見込まれます。 

 

※経費回収率とは汚水処理に要した費用に対する、使用料による回収程度を示す

指標のことです。経費回収率＝使用料収入÷汚水処理費用 
 

 

※H２１年度繰入金と H２２年度繰越金の額が大幅に増加しているのは八島地区漁

業集落排水施設の整備を実施したことによるものです。 
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5．経営の基本方針 

  今後も人口減少・少子高齢化、使用料収入の減少など漁業集落排水事業を取り

巻く経営環境は大変厳しくなると予想されます。しかし、このような厳しい社会

環境の中でも持続可能な漁業集落排水事業の運営を実現させるために、対象地域

の町民に「下水道サービスを、持続的・安定的に提供する」ことを基本方針に定

めます。 

  また、平成 27 年度に第４次上関町総合計画の策定と平成 28 年度 8 月に「汚

水処理施設整備構想」の見直しを行いました。両計画ともに前回策定した計画か

ら 5 年が経過し、人口減少に伴う使用料収入の減少や本町の財政状況など、漁業

集落排水施設を取り巻く状況が変化しています。これらの計画・構想を基に、漁

業集落排水施設の整備が未着手であった地域については、個別処理区域への変更

が最適であるとの判断し、今後は合併処理浄化槽設置整備事業による浄化槽設置

の推進を図っていきます。 

 

 

 

集合処理と個別処理のコスト比較の概念図 

 

 

出典：国土交通省ホームページ 
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6．効率化・経営健全化の取り組み 

（１）組織と人材 

上関町生活環境課では漁業集落排水事業とともに農業集落排水事業、簡易水道

事業を所管しています。平成 19 年度からは漁業集落排水部門・農業集落排水部

門・簡易水道部門を統合し上下水道係として一つにまとめ、組織の効率化及び経

費の節減を図っています。さらに平成２７年度からは上下水道係の職員数を３人

体制から２人体制にして人件費の抑制を図っています。 

しかしながら、地方行政を取り巻く環境が非常に厳しくなっている現在、これ

までの取り組みだけでは不十分です。今後も組織及び定員の適正化に取り組んで

いきます。 

   

 

 

（２）施設の整備 

漁業集落排水施設のこれまでの経営状況を踏まえると持続可能な経営は極めて

困難な状況です。集落排水施設を整備している地域以外の地域では今後できるだ

け合併処理浄化槽等の普及強化を図っていきます。 

     

 

 

（３）広域化 

町内の漁業集落排水施設は四代地区と八島地区（離島）の合計 2 箇所のみであ

り、四代・八島地区に隣接している地域に公共下水道等の汚水処理施設が無いこ

とから統廃合により効率化を図ることは不可能です。 

     

 

 

（４）使用料、その他の収入 

上関町の漁業集落排水使用料は、平成１６年度に改定を行って以来、現行の使

用料で運営しています。収納率は平成２８年度５月末現在で 100％となっていま

す。少しでも繰入金を減少させるために、今後もこの収納率を維持することを目

標として定め、使用料収入の確保に努めます。 

平成２８年度４月時点の上関町の高齢化率は 54.36％と全国的に見ても非常に

高く住民の所得が低い現状では、値上げは難しい状況です。しかし、一方では人

口減・有収水量の減少で使用料収入も減少し続けています。さらに施設の老朽化

により修繕費用や新たな更新費用も必要と考えられます。持続可能な漁業集落排
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水事業を実現するためには、常に投資と財源のバランスを意識し、更なる経費縮

減を行うとともに料金の適正化を図る必要があります。 

 

 

 

（５）繰入金 

一般会計からの繰入金については、今後も繰入をしなければ運営できない状況

です。平成 46 年度までは起債の償還が必要となり、さらに施設の老朽化等によ

る維持管理費の増加が考えられますので支出の減少は期待できません。更なる経

費縮減を行うとともに料金の適正化を図り、少しでも一般会計に頼らない健全な

運営を目指します。 

 

 

 

（６）経費削減 

平成 28 年 11 月現在で供用開始から四代漁業集落排水施設は 11 年経過、八

島漁業集落排水施設については 6 年経過し、設備の更新費用が大きな負担となっ

ています。この更新費用の抑制を図るため、更新予定の設備はスペックダウンが

可能かどうか比較検討の実施や整備した施設や設備は可能な限り長寿命化を図り

経費の抑制・削減を目指します。 

 

 

 

（７）情報公開 

  漁業集落排水事業の現状をより多くの地域住民の皆様に知って頂くため、集落

排水事業の計画や財務状況などを町ホームページや広報等で情報を公開して事業

の透明性を図り、分かりやすい情報提供に努めます。 
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８．参考資料 

 

使用料収入の収納状況（平成２８年度５月末現在） 

 

 

 

漁業集落排水使用料（一ヵ月につき） 

基本水量 基本料金 超過料金（1㎥につき） 

10㎥まで 1,500 円 
10㎥を超え 80㎥まで 100 円 

80㎥を超える 50 円 

 

 

漁業業集落排水使用料と使用料単価 

 

※使用料単価＝料金収入÷有収水量 

 

 

汚水処理原価と経費回収率 

 

※汚水処理原価＝汚水処理費÷有収水量 

※経費回収率＝使用料単価÷汚水処理原価 

年度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

調定額（千円） 1,945 2,223 2,301 2,345 2,877 3,091 2,923 2,855 2,819 2,748

収納額（千円） 1,945 2,223 2,301 2,345 2,877 3,091 2,923 2,855 2,819 2,748

収納率（％） 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

年度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

有収水量（㎥） 11,265 12,650 12,751 13,010 15,539 15,367 14,137 13,530 13,031 11,581

使用料収入（千円） 1,956 2,223 2,301 2,332 2,858 3,048 2,989 2,803 2,831 2,776

使用料単価（円/㎥） 173 176 180 180 185 201 207 211 216 237

年度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

汚水処理費（千円） 12,010 11,230 11,573 13,589 15,774 13,972 12,985 15,861 15,881 11,408

汚水処理原価（円/㎥） 1,066 888 908 1,045 1,015 909 919 1,172 1,219 985

経費回収率（％） 16.3% 19.8% 19.9% 17.2% 18.1% 21.8% 23.0% 17.7% 17.8% 24.3%


